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                                平成２２年５月２７日 

各  位 

                     会社名 ＪＦＥ商事ホールディングス株式会社 

                     代表者名 取締役社長  福 島 幹 雄 

                      （コード番号 ３３３２ 東証・大証第１部） 

                     問合せ先 総務部長   轉   邦 彦 

                                （℡ 03－5203－5055） 

 

             定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成２２年５月２７日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 

平成２２年６月２９日開催予定の第６回定時株主総会に付議することを決議いたしま 

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．提案の理由  

当社は平成２１年６月２６日の第５回定時株主総会において自己株式（Ａ種 

優先株式）の取得の件について株主様のご承認を頂きましたので、その後、同 

年７月２８日の取締役会で具体的な取得の決議を行い、同年９月１８日に当該 

株式を種類株主であるＪＦＥスチール株式会社から一括取得し、同年９月２９ 

日の取締役会決議に基づきまして、同日付で、取得したＡ種優先株式全数 

（37,047,766 株）を消却いたしました。 

この結果、当社は発行済Ａ種優先株式の全数を消却しており、今後も同種・ 

同条件でのＡ種優先株式を再発行する意向はありませんので、当該株式につい 

て定める定款第６条第２項および第２章の２優先株式（第１１条第１号から第 

９号まで）ならびに第１７条を削除し、第８条を一部改正いたします。 

 

２．変更の内容 

変更内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日 程 

定款変更のための株主総会開催日   平成２２年６月２９日（火曜日） 

定款変更の効力発生日        平成２２年６月２９日（火曜日） 

 

                               以 上 
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（別 紙） 定款変更の内容 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

   

第 1 章   総 則 

第 1条～第 5条   （省略） 

 

 

第2章 株 式 

（発行可能株式総数及び発行可能種類 

株式総数） 

第6条 当会社の発行可能株式総数は 

   3 億 2,000 万株とする。 

② 当会社の発行可能種類株式 

 総数は普通株式 3億 2,000 万株、 

 Ａ種優先株式 6,000 万株とする。 

第 7条   （省略） 

（単元株式数） 

第8条 当会社の単元株式数は、普通 

   株式及びＡ種優先株式それぞれ 

   につき、1,000 株とする。 

第 9条～第 10 条 （省略） 

 

   第 2 章の 2 優先株式 

（Ａ種優先株式） 

第11条 当会社の発行するＡ種優先 

   株式の内容は次のとおりとする。 

（Ａ種優先期末配当金） 

1. 当会社は、第 33 条に定める期末 

配当を行うときは、期末配当の 

基準日におけるＡ種優先株式を 

有する株主（以下「Ａ種優先株 

主」という。）又はＡ種優先株式 

の登録株式質権者（以下「Ａ種 

優先登録質権者」という。）に 

対し、期末配当の基準日におけ 

る普通株式を有する株主（以下 

「普通株主」という。）又は普通 

株式の登録株式質権者（以下「普通

 

第 1章   総 則 

第 1条～第 5条  （現行どおり） 

 

 

第2章 株 式 

（発行可能株式総数） 

 

第 6 条 当会社の発行可能株式総数は 

   3 億 2,000 万株とする 

  （削除） 

 

 

第 7 条   （現行どおり） 

（単元株式数） 

第 8条 当会社の単元株式数は、1,000 株 

とする。 

 

第 9 条～第 10 条 （現行どおり） 

 

   （削除） 

     

 

 

 

 

 

        

      （削除）          
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登録質権者」という。）に先立ち、 

Ａ種優先株式１株当たり、以下に 

定める優先期末配当金（以下「Ａ種

優先期末配当金」という。） 

を支払う。Ａ種優先期末配当金 

の額は、Ａ種優先株式の 1株当た 

りの発行価額に、それぞれの事業 

年度毎に当該事業年度内の 4月 

1 日及び 10 月 1 日（当日が銀行 

休業日の場合は前営業日）に全 

国銀行協会がそれぞれ発表する 

日本円 6ヵ月物トーキョー・イ 

ンター・バンク・オファード・ 

レート（日本円 TIBOR）（ただし、 

当日において発表されない場合 

には、これに準ずるものとして 

当会社が適切と判断する銀行の 

表示する利率を参考に、当会社 

が合理的に定める率とする。）の 

2 時点における数値の平均値に 

1％を加えた利率（以下「Ａ種 

優先期末配当年率」という。）を 

乗じた金額（ただし、円位未満 

小数第 3位までを算出し、その 

小数第 3位を四捨五入する。）（ 

以下「Ａ種優先期末配当基準金額」

という。）とする。ただし、発行 

日を含む事業年度から平成 26 年 

3 月 31 日を含む事業年度までの 

各事業年度に係るＡ種優先期末 

配当年率は 5％を上限とする。又、

当該事業年度において本条第 2 

号に定めるＡ種優先中間配当金 

を支払ったときは、当該Ａ種優 

先中間配当金を控除した額とす 

る。Ａ種優先期末配当年率は、％ 

位未満小数第 4位を四捨五入 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       （削除）     
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（Ａ種優先中間配当金） 

2. 当会社は、第 34 条に定める中間 

配当金を支払うときは、中間配 

当の基準日におけるＡ種優先株 

主又はＡ種優先登録質権者に対 

し、中間配当の基準日におけ 

る普通株主又は普通登録質権 

者に先立ち、Ａ種優先株式１株 

につき各事業年度におけるＡ種 

優先期末配当金の 2分の 1の額 

の金銭（以下「Ａ種優先中間配 

当金」という。）を支払う。Ａ種 

優先中間配当金は、円位未満小 

数第 3位を四捨五入する。 

（非累積条項） 

3. Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権

者に対して支払うＡ種優先期末配当

金がＡ種優先期末配当基準額に達し

ない場合においても、その不足額は

翌事業年度以降に累積しない。 

（非参加条項） 

4. Ａ種優先株主又はＡ種優先登録 

質権者に対し、Ａ種優先期末配 

当金を超えて配当しない。 

（Ａ種優先株式に対する残余財産の優先 

分配） 

5. 当会社の残余財産を分配すると 

きは、Ａ種優先株主又はＡ種 

優先登録質権者に対し、普通株 

主又は普通登録質権者に先立ち、 

Ａ種優先株式１株につき発行価 

額相当額を支払う。Ａ種優先株 

主又はＡ種優先登録質権者に対 

しては、前記のほか、残余財産 

の分配は行わない。 

（Ａ種優先株式の議決権） 

6. Ａ種優先株主は株主総会において 

議決権を有しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

      （削除）          
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（Ａ種優先株式の併合又は分割、新株予 

 約権等） 

7. 当会社は、法令に定める場合を 

除き、Ａ種優先株式について株 

式の併合又は分割を行わない。 

又、当会社は、Ａ種優先株主に 

対しては、募集株式又は募集新 

株予約権若しくは新株予約権付社

債の割当てを受ける権利を与えず、

株式及び新株予約権若しく 

は新株予約権付社債の無償割当て

は行わない。 

（Ａ種優先株式の消却） 

8. 当会社は、法令の定めに従い、 

剰余金をもって、Ａ種優先株式 

を取得し、消却することができ 

る。 

（取得請求権） 

9. Ａ種優先株主は、当会社が普通 

株主又は普通登録質権者に対し 

て前事業年度に係る期末配当金 

の支払いを行う場合には、各事 

業年度における 8月 1日から８ 

月 20 日までの間（以下「取得 

請求可能期間」という。）におい 

て、前事業年度の当期純利益よ 

り期末配当金（Ａ種優先期末配 

当金を含む。）を差引いた後の金 

額の 2分の 1に相当する金額又 

は会社法第 461 条第 2項に定め 

る分配可能額のいずれか小さい 

額（以下「取得限度額」という。） 

を限度として、発行価額での取 

得を請求することができる。当 

会社は、取得請求可能期間が満 

了する毎にその満了日から１カ 

月以内に、法令の定めに従い、 

取得手続に着手する。ただし、 

取得限度額を超えてＡ種優先株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

       （削除）          
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主から取得請求があった場合、 

取得の順位は、取得請求可能期 

間経過後において実施する抽選 

その他の方法により決定する。 

 

第３章  株主総会 

第 12 条～第 16 条  （省略） 

 

（種類株主総会） 

第 17 条 第 14 条、第 15 条及び第 16 条の 

規定は、種類株主総会において 

これを準用する。 

 

第 4 章 取締役及び取締役会 

第 18 条～第 24 条   （省略） 

 

第 5 章 監査役及び監査役会 

第 25 条～第 31 条   （省略） 

 

第 6 章 計 算 

第 32 条～第 35 条   （省略） 

 

               以 上 

 

 

      （削除） 

 

 

第３章  株主総会 

第 11 条～第 15 条  （現行どおり） 

 

     （削除） 

      

 

 

 

第 4 章 取締役及び取締役会 

第 16 条～第 22 条  （現行どおり） 

 

第 5 章 監査役及び監査役会 

第 23 条～第 29 条  （現行どおり） 

 

第 6 章 計 算 

第 30 条～第 33 条  （現行どおり） 

 

               以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


